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特定の企業や法人は税務監査が

見送られます。 
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特定の企業や法人パートナーシップに対する税務監査

の見送り 

特定の企業や法人パートナーシップに対し、税法遵守

や実態を正しく反映した財務諸表の作成を奨励するこ

とを目的とした法令が、2016年1月1日の官報に掲載・発

行され、同日に発効されました。法人税を納める特定の

会社法人やパートナーシップについては下記の税につ

いて、税務監査や賦課決定の実施が見送られます（歳

入法典上の罰金を含む）。： 

- 2016年1月1日以前に開始する会計年度の法人所得

税 

- 2016年1月1日以前に発生した付加価値税（VAT）お

よび特定事業税 (SBT)

- 2016年1月1日以前に貼付された印紙税 

対象となる会社法人およびパートナーシップの条件： 

（1）2015年12月31日以前に終了した会計年度（12カ

月）において所得が5億バーツを超えない会社法人およ

びパートナーシップ。 

（2）2016年1月15日から2016年3月15日の期間に歳入

局のウェブサイトで登録をしていること。 
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（3）2016年1月以降に何らかの税務申告（該当する場合のみ）が発生する場合には、税務申告および納税すること。 

（4）2016年1月1日以降に開始する会計年度において、実態を正しく反映した会計記録および財務諸表を作成すること。 

（5）2016年1月1日以降、租税回避と疑われるような行為を行っていないこと。 

この法令で求められている歳入局への登録が終了し、既に税務監査を免除されている会社法人およびパートナーシップ

においても、以下のケースについては罰金を含め、税務監査や賦課決定を受けます。 

1．2016年1月1日以前に税務調査の召喚状が発行されていた。 

2. 2016年1月1日以前にVATの税務調査を受けた。 

3.脱税目的で歳入局に架空の経費申告をするなど、過去に偽造請求書を作成または使用したことがある。 

4.税務裁判に関して係争中である。 

5.所得に関連する法人税、VAT、SBTおよび印紙税の還付請求を2016年1月1日以前に実施している。 

つまり、調査官は召喚状の発行および（または）還付請求に基づく税務調査は実施することができるということです。 

会社法人およびパートナーシップが条件を満たさない場合、歳入局長官により当該税務監査の免除を受ける権利は取り

消されます。結果としてそのような法人に対して調査官は、歳入法典が認める全期間において税務監査や賦課決定を実

施する権限を有します。 

更に、財務省とタイ中央銀行は商業銀行に対し、（会社法人およびパートナーシップにより）歳入局に提出された会計記

録および財務諸表を、金融取引の裏付け証拠として使用させる手続きを進めています。 

中小企業（SMEs）に対する免税および減税 

前述の法令に基づく規定の登録を済ませた中小企業には、追加で法人所得税の免除または軽減税率が適用されます。 

以下の通り、2016年1月1日以前に設立された中小企業の法人所得税を免除または軽減を定めた勅令第595号が発行さ

れています： 

• 2016年1月1日から2016年12月31日の間に開始する会計年度の法人所得税の免除。 

• 2017年1月1日から2017年12月31日の間に開始する会計期間には以下の税率が適用： 

純利益（バーツ） 税率(%)
0 – 300,000 0

300,000超 10%

• 2018年1月1日以降に開始する会計年度には以下の税率が適用： 

純利益（バーツ） 税率(%)

0 – 300,000 0
300,001 – 3,000,000 15%

3,000,000超 20%

上記の免税および減税が適用される中小企業の条件： 

（1）会計年度末において払込資本金が5百万バーツ以下であること。 

（2）いずれの会計年度においても「商品の販売およびサービスの提供」による収入が30百万バーツ以下であること。

（3）2016年1月1日発行の官報に掲載された前述の法令に定められた登録をしていること。 

（4）前述の法令によって税務調査の免除が取り消されていないこと。 
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